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時間内 費用額 利用者負担額 

8 時～18 時 (１０割) １割 ２割 ３割 

訪問看護Ⅰ1（20 分未満） 314 単位 3,205 円 320 円 641 円 961 円 

訪問看護Ⅰ2（30 分未満） 471 単位 4,808 円 480 円 961 円 1,442 円 

訪問看護Ⅰ3（30 分以上 60 分未満） 823 単位 8,402 円 840 円 1,680 円 2,520 円 

訪問看護Ⅰ4（60 分以上 90 分未満） 1128 単位 11,516 円 1,151 円 2,303 円 3,454 円 

訪問看護Ⅰ5（1 回 20 分） ※1 294 単位 3,001 円 300 円 600 円 900 円 

 

 

 

 

  
時間内 費用額 利用者負担額 

8 時～18 時 (１０割) １割 ２割 ３割 

訪問看護Ⅰ1（20 分未満） 303 単位 3,093 円 309 円 618 円 927 円 

訪問看護Ⅰ2（30 分未満） 451 単位 4,604 円 460 円 920 円 1,381 円 

訪問看護Ⅰ3（30 分以上 60 分未満） 794 単位 8,106 円 810 円 1,621 円 2,431 円 

訪問看護Ⅰ4（60 分以上 90 分未満） 1090 単位 11,128 円 1,112 円 2,225 円 3,338 円 

訪問看護Ⅰ5（1 回 20 分） ※1 284 単位 2,899 円 289 円 579 円 869 円 

※1：理学療法士等による訪問 

 

〇 夜間(18：00～22：00)または早朝(6：00～8：00)の訪問の場合 上記単位数の 25%増 

○ 深夜(22：00～ 6：00)の訪問の場合      上記単位数の 50%増 

 

 

  

■要介護  1 割または所得によって 2 割、3 割の負担となります 

■要支援  1 割または所得によって 2 割、3 割の負担となります 

訪問看護料金表【介護保険】 （令和 8 年 6 月 1 日現在） 

（別表） 
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  １回につき 
費用額 利用者負担額 

(１０割) １割 ２割 ３割 

特別管理加算(Ⅰ) ※2 500 単位 5,105 円 510 円 1,021 円 1,531 円 

特別管理加算(Ⅱ) ※3 250 単位 2,552 円 255 円 510 円 765 円 

ターミナルケア加算 

（要支援は対象外） 
2500 単位 25,525 円 2,552 円 5,105 円 7,657 円 

複数名訪問加算(Ⅰ)  

（30 分未満） 
254 単位 2,593 円 259 円 518 円 777 円 

複数名訪問加算(Ⅰ)  

（30 分以上） 
402 単位 4,104 円 410 円 820 円 1,231 円 

長時間訪問看護加算 

（所要時間の通算が 1 時間 30 分

を超えた場合） 

300 単位 3,063 円 306 円 612 円 918 円 

初回加算(Ⅰ) 

（初回のみ、退院日の訪問） 
350 単位 3,573 円 357 円 714 円 1,071 円 

初回加算(Ⅱ) 

（初回のみ、退院日以外の訪問） 
300 単位 3,063 円 306 円 612 円 918 円 

退院時共同指導加算（初回のみ） 600 単位 6,126 円 612 円 1,225 円 1,837 円 

※2：気管カニューレ・留置カテーテル等を使用している状態にある方など、月に 1回加算されます。 

※3：在宅酸素・人工肛門・重度の褥瘡等の状態にある方など、月に 1回加算されます。 

 

 

 

  １回につき 
費用額 利用者負担額 

(１０割) １割 ２割 ３割 

緊急時訪問看護加算 ※4 600 単位 6,126 円 612 円 1,225 円 1,837 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 3 単位 30 円 3 円 6 円 9 円 

特別地域訪問看護加算（Ⅰ） 所定単位数の 15％ ※5 **** 円 **** 円 **** 円 

介護職員等処遇改善加算 総単位数の 1.8％ **** 円 **** 円 **** 円 

※4：利用者のご希望により契約された場合に、月に 1回加算されます。 

※5：所定単位数には、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の単位数は含みません。 

 

 

 

通常の事業の実施地域を超える場合 1ｋｍにつき 5０円 

※離島の場合：相談の上、別途交通料金を追加いたします。 

 

■その他加算(1)  病状等によって下記の単位が加算されます 

■交通費  

■その他加算(2)   
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後期高齢者（75 歳以上） 1 割、現役並み所得者の方は 3 割 

健康保険 国民健康保険 

高齢受給者（70 歳～74 歳） 
2 割、 

現役並み所得者の方は 3 割 

一般 （70 歳未満） 3 割（6 歳未満は 2 割） 

 

 

 

  料金 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

  

  

訪問看護基本療養費

Ⅰ 

（1 日につき） 

  

週 3 日目まで 5,550 円 560 円 1,110 円 1,670 円 

週 4 日目以降 
（厚生労働大臣が定める疾
病等） 看護師の場合 

6,550 円 660 円 1,310 円 1,970 円 

理学療法士・作業療法士の場
合 

5,550 円 560 円 1,110 円 1,670 円 

  

訪問看護基本療養費

Ⅱ 

（1 日につき） 

（同一建物居住者） 

※6 

週 3 日目まで 5,550 円 560 円 1,110 円 1,670 円 

週 4 日目以降 
（厚生労働大臣が定める疾
病等） 看護師の場合 

6,550 円 660 円 1,310 円 1,970 円 

理学療法士・作業療法士の場
合 

5,550 円 560 円 1,110 円 1,670 円 

訪問看護基本療養費

Ⅲ（在宅療養に備え

た外泊時） 

入院中に 1 回 厚生労働大

臣が定める疾病等は入院中

に 2 回 

8,500 円 850 円 1,700 円 2,550 円 

訪問看護管理療養費 

（1 日につき） 

月の初日 7,710 円 780 円 1,550 円 2,320 円 

2 日目以降 
※7 3,010 円 310 円 610 円 910 円 

複数名訪問看護加算（看護師）（週 1 回、1 日につき） 4,500 円 450 円 900 円 1,350 円 

難病等複数回訪問加算 

（週 4 日以上訪問できる方） 

1 日 2 回 4,500 円 450 円 900 円 1,350 円 

1 日 3 回以上 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円 

早朝・夜間加算（6 時～8 時・18 時～22 時） 2,100 円 210 円 420 円 630 円 

深夜加算（22 時～6 時） 4,200 円 420 円 840 円 1,260 円 

※6：同一日に 2人迄の場合。3人以上の場合は人数により異なります。 

※7：単一建物居住利用者が 20 人未満の場合。20 以上の場合は人数及び訪問日数により異なります。 

 

 

■保険単位と基本利用料 

■基本利用料金明細 

訪問看護料金表【医療保険】 （令和 8 年 6 月 1 日現在） 
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 料金 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

特別管理加算 

（1 月につき） 

利用者の状態によりⅠ 

またはⅡ 

(Ⅰ)5,000 円 500 円 1,000 円 1,500 円 

(Ⅱ)2,500 円 250 円 500 円 750 円 

緊急時訪問看護加算

（1 日につき） 

月 14 日目まで 2,650 円 270 円 530 円 800 円 

月 15 日目以降 2,000 円 200 円 400 円 600 円 

退院時共同指導加算（退院・退所につき 1回） 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円 

退院支援指導加算（退院・退所につき 1回）※8 6,000 円 600 円 1,200 円 1,800 円 

特別管理指導加算（退院・退所につき 1回） 2,000 円 200 円 400 円 600 円 

長時間訪問看護加算（週 1回まで） 

（15歳未満の超重症児又は準超重症児は週 3回まで） 
5,200 円 520 円 1,040 円 1,560 円 

ターミナルケア療養費 25,000 円 2,500 円 5,000 円 7,500 円 

※8：厚労大臣が定める疾病、及び特別管理加算対象の利用者で退院日の訪問が必要な方。 

 

 

 

 

 料金 
利用者負担額 

1 割 2 割 3 割 

24 時間対応体制加算（1 月につき）※9 6,800 円 680 円 1360 円 2,040 円 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ） 1,830 円 190 円 370 円 550 円 

訪問看護物価対応料 

（1 日につき）※10 

月の初日 60 円 10 円 20 円 20 円 

2 日目以降 20 円 10 円 10 円 10 円 

※9：利用者のご希望により契約された場合に、月に 1回加算されます。 

※10：訪問看護管理療養費の算定に併せて算定されます。 

 

 

 

 

通常の事業の実施地域を超える場合 1ｋｍにつき 5０円 

※離島の場合：相談の上、別途交通料金を追加いたします。 

長崎市下黒崎町 1402 番地 日浦病院 5Ｆ 

医療法人外海弘仁会       

訪問看護ステーション ソレイユ 

■その他加算  病状によって料金が加算されます 

■交通費 

■その他 


